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問題文

世界の国々においては，いわゆる「安楽死jを認める国・認めない国があり， 日本

においても，その当否は議論の対象となっている。

この問題について論じた同じ著書からの抜粋である資料【l】と【2】を読み，問 1

と問2に答えなさい。

なお，資料中の見出しゃ文章の一部を省略したほか，必要と思われる箇所には注

の付記，表記の変更を行った。下線部は注を付記した箇所を表す。

問 l 資料[1】を読み，著者が安楽死をどのように説明しているか，資料で触れら

れている類似の概念との区別を明らかにしながら.200字以内で要約しなさ

い。(配点50点)

問 2 資料【 1]と【2]を読み，著者が「すべり坂jの問題についてどのように説明し

ているか.800字以内で要約しなさい。(配点200点)

[ 1】 最初に. i安楽死jという文言と概念について整理しておきたい。巷に「安楽

死Jという言葉があふれできた一方で，同じ「安楽死jという言葉が意味してい

るものが，使う人によってまったく異なっている場面が少なくない。 SNS等

で多くの人が安楽死とはなにかという共通の土台を欠いたチグハグなやり取り

を続け，結果として「安楽死jという言葉だけがいたずらに拡散されるのは危険

なことだ。

そこで，まず文言と概念の整理をする必要があるのだけれど，すでに定まっ

た国際的な定義があるというわけではない。専門家の問でも解説する人によっ

て「安楽死jの定義は微妙に異なっていたりもする。ここではアカデミックな議

論ではないので，安楽死について考えようとする人.SNSを含めてこの問題

に関して何らかの意思表示をする人には，その前に最低限これだ、けは知ってお

いてほしいと思う範囲で，ごく基本的な整理をしたい。



日本で最も頻繁に混同されているのは， 日本で言うところの「尊厳死Jと「安

楽死jだろう。日本で言うところの「尊厳死jとは，一般的には終末期の人に，

それをやらなければ死に至ることが予想される治療や措置を，そうと知ったう

えで差し控える(開始しない)，あるいは中止することによって患者を死なせる

ことを指す。たとえば人工呼吸器や胃痩などの経管栄養また人工透析などの

「差し控え(不開始)と中止jが議論となる。それに対して「安楽死jは，医師が薬

物を注射して患者を死なせることをいう。

同じ「死なせるjでも，両者の内実は異なっている。前者は，やらなければ死

が予想される状態で治療しないことなので， r死ぬに任せるjという言い方をす
ることもある。後者では，医師が死なせる意図をもって薬物を注射するのだか

ら， こちらは直接的に死に至る行為を医師が行って，つまりは「殺すJことを意

味する。

このように医師が直接的に死を引き起こす行為をするかしないかの違いに

よって，前者を「消極的安楽死J.後者を「積極的安楽死jと分類することもあ

る。その意味では，どちらも広義には「安楽死jであると考えることもできる

し，苧んでいる問題には現に共通する部分もあるのだが，実態として前者つま

り日本で言うところの「尊厳死Jは，現在の終末期医療においてすでに選択肢の

ひとつとされ， 日常的に行われている。一方，後者の「安楽死jは現在の日本で

は基本的に違法と考えられているので，混同しないように注意が必要だ。

もうひとつ， 日本ではほとんど区別されることなく「安楽死jと称されがちな

のが「医師需助自殺jだろう。かつては自殺目的で使用することを前提に医師が

処方した薬物を患者自身が飲んで死ぬことを意味していたが，それでは障害の
えんげ

ために畷下能力が低下した人が死ぬことができないという声が上がり，最近は

医師が入れた点滴のストッパーを患者が外す，より安楽死に近いやり方も行わ

れている。ただし，患者自身の意思による「自殺jであることの証として，死を

引き起こす最後の決定的な行為は患者自身によって行われなければならない。

「海外では合法化されているのだから日本でも安楽死の合法化をjと主張する

人をよく見かけるが，医師常助自殺のみを合法とし積極的安楽死はなお違法と
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いう国や州もあることは知っておきたい。例えば，スイスで容認されているの

は医師帯助自殺のみ。「海外の安楽死jとしてよく引き合いに出されるスイスだ

が，かの地では積極的安楽死は今なお違法行為である。

医師脅助自殺も広義には「安楽死jに含められるし，検討すべき倫理問題の多

くが両者に共通するため， i安楽死jとして両者が包括的に議論されることが多

いが，この問題について考えようとする人は少なくとも両者の違いと，論点に

よっては区別して考える必要があることを知っておくべきだ、ろう。

先に「尊厳死Jという文言に「日本で言うところのjと敢えて追記したのは，海

外の議論を踏まえると「尊厳死(dying/ death with dignity) Jという文言をめ

ぐる状況が非常に複雑なためだ。

「安楽死Jと書く場合には広義に医師常助自殺と積極的安楽死との両方を含

め，特に両者の区別を意識する場合には「医師需助自殺jと「積極的安楽死Jを使

い分ける。

また「尊厳死jと書く場合は，特に追記はなくとも，これ以降は日本で言うと

ころの「尊厳死(消極的安楽死/治療の不開始と中止)Jの意味とする。

上の文言と概念の整理の他に，前提をいくつか確認しておきたい。

まず，安楽死をめぐる議論は，安楽死そのものの道徳的是非を云々するもの

ではなく，現在一部の国や地域で行われている，合法的な行為として社会的に

制度化された安楽死，またはそのように安楽死を社会的に制度化することをめ

ぐる議論であるということ。

もうひとつは，それら制度化されている「安楽死jには，いくつか共通した前

提があるということだ。まず意思決定能力のある人本人の自由な意思決定によ

るとの原則があること。次に所定の手続きを踏み，所定の基準を満たしたとし

て承認された人だけに行われること。そして，所定の手111員に沿って医療職から

提供される手段によること。たとえば，前述のように「障害のある人が家族や

社会の負担になっているから日本でも安楽死制度が必要Jなどと安直なものの

言い方をする人が増えているようだけれど，家族や社会の負担になることを理

由に，障害の有無や程度を基準にして人を選別し，本人以外の意思によって積
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極的安楽死で合法的に人を殺害することを認める制度は現在，地球上のどこに

も存在しない。人類史上，そうした制度を作って合法的に多くの障害者を殺害

したのはナチスのみである。

もちろん，これら 3つの前提があることは，それらが現実に担保されている

ことを保障するものではない。ひとつひとつの前提をめぐって，様々な問題が

指摘されてきているのも事実だ。安楽死合法化の世界的な拡がりとともに，そ

れらの前提がなし崩しとなり，安楽死のありょうがじりじりと社会のための命

の選別と切り捨てへと変質し始めているのではないか一一。そんな懸念が拡

がっている。

(出典:児玉真美『安楽死が合法の国で起こっていることj(筑摩書房， 2023年))

〔注〕

・胃痩:手術によって腹部に小さな穴を開け，そこにチューブを通して栄養

剤を注入する栄養補給法。

-経管栄養:鼻・口から胃まで挿入されたチューブや胃痩を通じて，栄養剤

を胃まで送る栄養補給法。
ろか

・人工透析:腎臓の機能が低下し，血液を漉過する機能が悪化した場合に，

身体に不要な老廃物，塩分，水分を取り除き，血液を浄化する治療法0

・脅助:一定の行為の実行を容易にする行為。

-礁下:口の中の物を飲み込み，胃に送ること。

(2】 安楽死「先進国jの実態については，それぞれの国の内部からも「すべり坂jの

懸念が指摘されている。「すべり坂jとは生命倫理学の議論で使われる喰えで，

ある方向に足を踏み出すと，そこは足元がすべりやすい坂道になっていて，一

歩足をすべらせたら最後どこまでも歯止めなく転がり落ちていくイメージだ。

安楽死をめぐる議論では主に，いったん合法化されれば対象者が歯止めなく広

がっていくことを指すことが多い。

だが， rすべり坂Jはそれら「先進国j以外でも，また対象者の拡大以外にも多
様な形態で重層的に起こっている。私が最も深刻な「すべり坂jだと考えるの
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は，安楽死が緩和ケアと混同されたり，緩和ケアの一端に位置付けられたりし

ていくことだ。

1995年に米国オレゴン州， 2001年にオランダ， 2002年にベルギーで相次い

で合法化された当初，安楽死については，もはや救命がかなわない患者にどう

しても緩和不能な耐えがたい苦痛がある場合の最後の例外的な救済措置という

捉え方がされていた。しかも進んで「合法化jしたというよりも，一定の条件に

よって際どい行為をする医師を免責し「非犯罪化jしたという表現の方が厳密に

は正しい。

ところが安楽死が可能となる場所が地球上に増えていくにつれて，だんだん

と安楽死は「例外的措置jとは見なされなくなっていく。カナダほどあからさま

でないにせよ，他の国や州でも少しずつ安楽死が緩和ケアと混同されたり，緩

和ケアの一端と捉えられたりしている観がある。

ベルギーの医療職を中心に9人が，安楽死をめぐって医療現場で何が起こって

いるかを詳述した共著が2021年に“'Euthanαsiα:Searching for the Full Story: 

Eゆeriencesand Insights of Belgian Doctors and Nurses" (以下~EuthanasicJ) 

として英訳された。この本の中で著者らが最も大きな懸念とともに繰り返し嘆

いているのは，医療現場で安楽死と緩和ケアが混同されている実態である。

同書第 1章「すべり坂症候群jの著者で，緩和ケアチームで長く働き，緩和ケ

アの教育にも携わってきた看護師，エリック・フェルメールは， 2002年にオ

ランダがベルギーの医師らに提供し始めた安楽死の研修講座が好評を博し，そ

れが緩和ケアの技術研修を衰退させた結果， r緩和ケアの研修をろくに受けて
いない多くの医師は，身体的あるいは精神的な苦痛の症状が従来の治療では抑

えられないと見るや，安楽死が唯一の解決策だと早々と結論を出したjと立腹

している。

彼は緩和ケアの目的を「身体的，心理的な症状，家族関係に起因していた

り，あるいはスピリチュアルな原因があったりする症状に対して，それぞれに

応じた管理をすることjと定義し， r計画的に死へのプロセスを進める安楽死と
緩和ケアとは明確に区別する必要があるjと主張する。
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私自身もこれまでの書き物において数々の「すべり坂jを指摘しながら，安楽

死が緩和ケアと混同されることを最も深刻な「すべり坂jだと考えてきた。それ

によって医療専門職が患者や患者の苦しみと向き合う姿勢，ひいては医療のあ

りょうそのものが根本から変わってしまうことを恐れるからだ。

これまでの内容から明らかなように，安楽死の合法化が世界的に広がりを見

せるにつれて，その対象者は終末期の人から認知症患者，難病患者や重度障害

者，精神/知的/発達障害者，高齢者，病気の子どもへと拡がっている。ま

た，少なくともベルギー，カナダ，スイスでは囚人にも本人からの要請によっ

て安楽死が行われている。

「私たちはあくまでも終末期で耐えがたい痛みがある人への例外的な救済策

として安楽死を合法化したはずだったのに，人々が安楽死を望む理由は終末

期の病気から心理的な理由へと広がり，対象者は認知症や慢性病の人へ，す

なわちもともと自殺率が高いと言われる人たちへと際限なく広がってきた。J

てっ

このように繰り返し嘆いては「オランダでは『すべり坂』が起きたJr同じ轍を
踏むなjと他国に警鐘を鳴らし続けているのは，オランダの生命倫理学者テ

オ・ボウアだ。かつて同国の合法化に尽力し， 2005年から 2014年まで安楽死

審査委員会の委員を務めたが，件数の増加と共に安楽死の理由が拡大してきた

ことで考えを改めたという。ボウアは安楽死に何らかの形で関わった経験のあ

る40人への聞き取り調査の結果をもとに 2022年に出版した著書『安楽死とと

もに生きる LevenMet Euthanasia (Living with Euthanasia) jでは， rオラン
ダの安楽死は，ひどい苦痛を回避するための最後の手段から，ひどい人生を回

避するための方法となってしまったjと書いている。

気になるのは，安楽死の対象者が終末期の人から障害のある人へと拡大して

いくにつれ，安楽死が容認されるための指標が「救命できるかどうかjから

rQOLの低さ」へと変質していると思えることだ。当初は「もうどう手を尽くし

ても救命することができないjことと「耐えがたい苦痛があるjこととが指標

-6-



だ、ったはずなのに，いつのまにかrQOLが低いjことが指標となってきてい

る。このように，安楽死の対象者が実態として拡大すると同時に指標が変質し

ていき，安楽死をめぐる議論がそれに影響を受けると. r一定の障害があって
QOLが低い生には尊厳がないJr他者のケアに依存して生きることには尊厳が

ないjという価値観，さらには「そういう状態は生きるに値しないjといった価

値観が，社会の人々の問にも医療現場でも浸透し広く共有されていく。そし

て，その価値観の浸透と暗黙の共有が，さらに様々な形の「すべり坂jを引き起

こす大きな要因となっていると感じられてならない。

合法化の際にいったん定められた法的要件が時間経過の中で少しずつ緩和さ

れていく傾向があるのは，対象者だけではない。カナダの2021年の法改正で

は対象者拡大の他にも，安楽死申請書の署名時の立会人が2人から l人に減ら

され，意思確認の慎重を期すために設けられていた申請後 10日間の待期期間

が終末期の人では廃止されるなど，手続きも緩和された。

米国でも近年オレゴン州やカリフォルニア州，ワシントン州などで，意思確

認の慎重を期して医師暫助自殺の複数回の要請の間に設けられていた待機期間

が大幅に短縮されたり，求められていた意思確認の回数が減らされるなど，手

続きの要件が緩和されている。

コロナ禍を機にリモートによる遠隔診断での要請承認が認められたり，それ

らの法改正が議論されたりしているのも近年の傾向だが，慎重な意思確認やリ

モート診察による承認の禁止は，アセスメントが困難な認知症患者や障害者の

安楽死が安易に行われないためのセーフガードだったものだ。それらがこのよ

うに少しずつなし崩しになっていくことには大きな懸念がある。

誰に実施を認めるかという点についても，オランダ，ベルギーでは積極的安

楽死の実施を医師にしか認めていないが，カナダやオーストラリア各州のよう

に後発国の中には医師だけでなくナース・プラクティショナーにも実施を認め

たところもある。米国の州の中にも，医師暫助自殺を要請した患者のアセスメ

ントをナース・プラクティショナーや医療アシスタントに認める動きが見られ

る。また，多くの法律が患者の自律的な意思決定を保障するために医療職の側
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から安楽死の話題を持ち出すことを禁じている一方で，オーストラリアのク

イーンズランド州のように，医療職の側から話を持ち出すことを認めたところ

もある。

このように，いったん合法化した後に行われる細々とした要件緩和について

は，合法化が決まった時のような大きなニュースにはならないので知られにく

いが，実際には様々な要件の緩和が行われたり，議論されたりしている。しか

し， こうしてなし崩し的にされていくそれらの要件は，もともとは弱者に圧を
らんょう

かけないため，濫用を防ぐためのセーフガードとして設けられたことを忘れて

はならない。合法化した後でどこかが要件を緩和すれば，後から合法化する国

のハードルは下がる。そうしてどこかが後に続くことで，安楽死のいわば「国

際的なスタンダードJはじわじわと下がっていく。

オーストラリアのヴィクトリア州では 2023年 6月以降に合法化以来初めて

法律の見直しが予定されているが，州政府は変更を否定する一方で，すでに

「うちの州の法律は時代遅れだJi他の州に比べてアクセスが難しすぎるjという

批判とともに，いくつかの要件の緩和を求める声が医師らの聞から出ている。

安楽死の合法化が世界的に広がり，互いの細かい要件の違いが比較可能となる

中，いったん定められた要件が少しずつ緩和されていったり，遅れて合法化す

るところの要件が緩くなったりすることもまた，現実に起こっている「すべり

坂jのひとつといってよいだろう。

世界のど乙であれ，安楽死の合法化に向かう議論で必ず耳にするのは，この

ように「厳格なセーフガードさえあれば安全な実施が可能で、あり，弱者に圧が

かかることも『すべり坂』が起きることもないjという主張だ。しかし， このよ

うに世界で起こっている要件緩和をはじめ，数々の「すべり坂Jを広く見渡せ

ば，その主張はあまりにナイーブではないだ、ろうか。

近年iAという条件では安楽死が認められているのに Bという条件ではでき

ないのは， Bの不利を被る人の権利の侵害だjと主張する人や訴訟が，安楽死

の「すべり坂jを加速させてきた。こうした論理が通るなら，オランダとベル

ギーでは認知症患者も精神障害者も発達障害者も知的障害者も安楽死ができる
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のに，あるいはスイスでは健康な人だ、って自殺暫助で死ぬことができるのに，

他の国に住んでいるからできないのは人権侵害だという論法も成り立つことに

なりはしないだろうか。

医師がセットした点滴のストッパーを外す，より安楽死に近い方法へと医師

暫助自殺の選択肢を拡げたのは，処方された毒物を患者に自身で飲むことを求

めるのは「障害のために礁下できない人への権利の侵害だjという主張だ、った。

最近カリフォルニア州では，点滴のストッパーを外すことも含めて最後の決定

的な行為を本人に求める法的要件は障害のためにそれができない人への差別で

あるとして，その要件撤廃を求める訴訟が起こされた。医師常助自殺しか認め

られていない米国で積極的安楽死への道を開こうとする訴えに他ならない。

このようにrAでは(には)認められていることがBでは(には)認められない

のは人権侵害だjという論理には.AとBがいかようにも置き換え可能である

という畏が潜んでいないだろうか。安楽死を「権利jと捉える考え方それ自体の

中に. rすべり坂jが内包されていると言えるのではないか。

臨死期に至りすでに身体が受け付けなくなった患者では，栄養と水分の補給

を減らしたり中止したりして患者の苦痛を軽減することがある。緩和ケアの手

法のひとつとして広く知られているが， この緩和ケアのテクニックが医師需助

自殺の対象者要件を満たさない人たちに自殺の代替手段として利用されてい

る。自分の意思で飲食を断って死を選ぶ，自発的飲食停止(VSED:Voluntarily

Stopping Eating and Drinking)である。

とはいえ，飲食を断つことで死に至るには口腔の渇きや体の痛み，せん妄な

ど多くの苦痛を伴い，期間も約2週間かかるため，完遂することは極めて難し

い。そこで最近は.VSEDを希望する人の苦痛緩和を引き受ける緩和ケア医

や家庭医が登場している。まさに「医師常助自殺jの別形態だ。しかも，そのま

ま死に至ることが出来なくても，緩和ケアを受けながら VSEDで衰弱する

と，やがて余命6か月以内という医師暫助自殺の要件を満たす段階に至るの

で，そこで合法的に致死薬の処方を要請することができる。

米国では医師常助自殺の対象者は法律の上では終末期の人に限定されてお
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り，そのため米国では対象者の拡大現象は起きていないと言われることがある

が， この方法であれば本来なら対象とならない人でも一一健康な人であっても

一一一合法的に自殺することも，合法的に医師暫助自殺の要件を満たす状態に至

ることもできる。

私が初めて VSEDを知って驚樗した 2008年にはまだ知られ始めたところ

だ、ったが，今では VSEDをめくやって様々な国で議論となり，多くの論文が書

かれるようになっている。多くが，安楽死肯定や推進の立場で書かれており，

それらはほとんど「どんな人でも自由に自殺できる権利Jをめぐる議論と化して

いる。そして，そこでもまた「人々がVSEDという酷い死に方を強いられてい

るのは安楽死が合法化されていないためだ。その権利の侵害をなくすためにも

合法化が必要だJという倒錯した論理が顔を出してきたりしている。

ベルギーの安楽死の現場で何が起こっているか，先に紹介したベルギーの医

療職らの共著WEuthanasia~ が詳細に証言している。実際， この本で著者らが

語るベルギーの医療現場の実態は恐ろしい。

安楽死が緩和ケアとしてのルーティン的医療サービスと化した現場では，患

者の「死にたいjという言葉は即座に額面通りに受け止められ，医療職はその

「意思決定jを「誤った義務感jから実行する。「患者が安楽死を希望するなら，

すぐに申請機関に紹介しますよ。それが私の責務ですからねJr安楽死は法律で
容認されているんだから私に拒む理由はないでしょう? 患者には寛容でなけ

ればjと平然と言う医師らは，著者のひとりの表現を借りればまるで「道具と化

しているjかのようだ。

さらに法律では医療サイドから安楽死を持ち出すことは禁じられているにも

かかわらず，無邪気な善意から安直に安楽死を提案したり，積極的な情報提供で

誘導したりするなど「医療職から効率的かつ非合法に提案されているJ現場一一ー。

安楽死に慣れて機械的な思考に陥った医療職がいかに簡単に自分たちの方から

安楽死を持ち出すか。
さまつ

フェルメールは，こうした医療現場の実態を「安楽死の些末化Ctrivialization)J 

と呼ぶ。 trivialは「些細な・些末な」という意味。合法化され，安楽死者が増
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え，対象者が拡大し，要件もじわじわと緩和されていくにつれ，安楽死は日常

的なことと化していく。

安楽死が緩和ケアと混同されて些末化されてしまった現場では，さらに安楽

死を「偽装Jする形で一一つまり医師の勝手な判断でモルヒネの量を増やし一一一

患者を死なせる行為までがなされている。医師が「モルヒネ・シャンパンで行

こう!Jとジョーク交じりに安楽死の偽装を簡単に決めてしまう文化が浸透し

た現場では，それに抵抗したり異を唱えたりする職員には同僚からの同調圧力

がかかり，非難が集まる。

このように安楽死が日常的なルーティンと化した現場では，医師たちは法律

で定められたとおりの申告もしなくなる。フェルメールもブリティッシュ・メ

デイカル・ジャーナル誌による調査結果を紹介している。同誌が調査したとこ

ろ，安楽死事例の半分しか公式に申告されていなかったとのこと。

このように安楽死に慣れて専門職たちが機械的な思考に陥ってしまった医療

現場で，個々の患者の「死にたいJという言葉が本当の意味での「自己決定jであ

るかが， どれだけ丁寧に検証されるものだろうか。

症状の進行とともに意思の確認が困難となる認知症の人では，軽症のうちの

事前指示があれば医師の判断で実施してよいとする考え方が，オランダの
すうせい

「コーヒ一事件Jの判決後はおそらく少しずつ世界の趨勢となっていくのではな

いかと懸念されるが，重症化した時の自分を想像して軽症の時に書いた事前指

示書が，実際にそうなった時にその人がどのように感じているかを保障するだ

ろうか。

私がコーヒー事件で最も気になるのは，女性の安楽死が高齢者ホームへの入

所からわずか 7週間で行われたと報道されていることだ。認知症や精神/発達

/知的障害の人のケアに長年携わっている支援職や家族にとっては常識なのだ

けれど，そうした障害のために意思疎通がむずかしい人の意思や思いや気持ち

を正しく読み取るためには，長い期間にわたって付き合い，その人の生活を知

り性格や好みを理解しながら，その人特有のコミュニケーションのありょうを
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会得していくプロセスが必要になる。施設の医師であったとしても，医師は生

活の場にはほとんどいない。日常生活の中での女性の姿は詳しくは知らなかっ

たはずだ。チームでの判断だ、ったとしても，出会って2か月も経たない施設の

職員たちが，生死にかかわる重大な判断をめぐって本人の意思が推測できるほ

どにその人のことを理解できているとは考えられない。

発達/知的障害のある人のオランダでの安楽死については，英国の緩和ケア

医で上院議員でもあるイロラ・フィンレイ他による調査報告が2018年に報告

されている。 2012年から 2016年までに安楽死地域審査委員会に提出された当

該ケースの報告書を，意思決定能力のアセスメント等が障害特性に即した適正

なものだ、ったのかについて精査した。検証した事例の 3分の 2では当初の要請

が却下されており，その意味では判断は慎重に行われていると見えるが，安楽

死が実施された事例では「苦しみのアセスメントはひとえに医師の肩にかかっ

ているJ状況であり，医師らのdiagnosticovershadowing (医師の偏見が診察に

影響すること)の可能性も見られた。

しかし，オランダの安楽死制度では，事後的な審査が行われる段階では患者

はすでに亡くなっており，医師の判断の正しさの検証は不可能であるとの理由

から，医師の判断は不問とされている。合法化された国々の安楽死では，定め

られた手続きをよほど大きく逸脱しない限り，医師は法的責任を問われない。

数々の規制でセーフガードが設けられているといわれる一方で，実施に当たっ

てはこれほど多くが医師の専門性にゆだねられているのである。

安楽死を合法化する際の論拠は「意思決定能力jがある人による「自己決定jが

原則だったはずだ、が， もともと意思決定弱者を守るためにセーフガードとして

設けられた要件がなし崩し的に緩和されていく一方で，このように本人の意思

の確認や意思決定能力のアセスメントがおろそかにされていく実態を見ると，

その論拠はすでに崩れているのではないだろうか。

もうひとつ，見過ごせないのは子どもへの安楽死の拡大だろう。ベルギーが

2014年に子どもの安楽死を認め(ただし子どもの場合は終末期に限定)，オラ

ンダも追随することを決めた。カナダでも合法化当初から「子どもにもjという
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声はあり，議論はいよいよ具体化しそうな気配だ。ここでも「大人には認めら

れているのに，同じように耐えがたい苦痛があっても子どもだというだけで認

められないのは人権侵害jという論理が見られることを思えば，子どもへの安

楽死もまたこれから世界の趨勢となっていくのかもしれない。

認知症の人，精神/発達/知的障害のある人，子どもは， r本人の自己決定j
が困難でありがちで，教唆や誘導の影響を受けやすいうえに，もともと周囲と

そご

のコミュニケーションに翻離が生じやすい人たちでもある。そのような意思決

定弱者だからこそ， r医療によって合法的に人を死なせるj仕組みをつくるにあ
たっては慎重に護らなければならないと考えられてきた人たちではなかった

か。その人たちの意思決定能力をどのように慎重に判断することが可能なのか

という検証や方法論の議論はほとんど見られない一方で，彼らはなし崩し的に

「護るべき対象jから「死なせてあげるべき対象jへと変わっていく。

ちなみにオランダでは， 0歳から l歳までの乳児には親の意思決定によって

積極的安楽死が認められてきた。最近カナダではケベック州の小児科医らから

新生児への安楽死を認めようという声が出ていることを考えると，意思決定能

力を認められた終末期の子どもの安楽死容認の先には，意思決定能力がない子

どもたちへの「親の意思決定Jによる「安楽死jがつながり 広がっていくのかも

しれない。しかし，重い病気や障害のある新生児を医師と親の合意によって殺

すことを「安楽死jと呼ぶなら，それこそ安楽死の「自己決定j原則はどこへいっ

たのだろう?

安楽死をめぐる議論には，医療をはじめとする社会保障コスト削減の議論が

付きまとっている。カナダで安楽死が合法化された直後にはカルガリ一大学の

医師らが医学雑誌で，毎年1万人がMAIDで死ぬと予測したうえで 1億 3000

万ドルの医療費が削減できるとの試算を報告した。さらに対象要件緩和が議会

で審議された際には，カナダ議会予算局からデータが提出された。それによる

と2016年の合法化によって削減された医療費は8690万ドル。審議中の要件緩

和によってさらに l億4900万ドルの削減が見込まれていた。

WEuthanasiajの著者らも，ベルギーの安楽死に経済問題が関わっていること
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を指摘している。「経費削減が必要だ，医療はカネがかかる，というメッセー

ジが政治からは繰り返し送られてくる。ここでも我々は目を開いて，老いるこ

と，衰えること，病むこと，そして死をどんどん許容しなくなっていく社会に

自分たちが生きている事実を認めなければならないj。その社会の空気は医療

現場にも色濃く反映され， rもう人々はゆっくり死ぬことを許されないj。そし
て， r病院の中でも忙しすぎる部署では，治療が長引いている最終段階の患者
はスタッフからお荷物視されたり，医療を『本当に必要としている』患者のため

にベッドがすぐにも入り用なのに， と問題そのものとみなされたりしているこ

ともあるん

このように社会からの経済的な要請の圧がかかった医療現場で，上記のよう

に安楽死の日常化が進行しているのだとしたら，そこで何が起こっていくかは

想像に難くない。フェルメールは「すべり坂症候群はまさしく現実となってい

る。立法府は黙認しているとしても，終末期医療では，安楽死は医療職から効

率的にかつ非合法に提案されているjと書いている。

仮に安楽死が患者の「権利jであるとしたら，その権利を保障する責任は一体

だれが負うのだろう。それは国の意志として，あるいは社会の総意として医療

に「殺すjことを認め，委ねるということなのだろうか。

数年前に，世界の安楽死の動向について緩和ケア関係者に講演した際，ある

麻酔科医が戸惑いとともに口にした言葉が忘れられない。「自分は安楽死で使

うのと同じ薬を毎日使って仕事をしてきた。その問ずっと，いかに死なせない

かということに神経を集中してきたから，その発想を転換すること自体が，自

分には想像もできないJ。こういう医師にとって， r殺す」行為を求められるこ
とは苦痛でしかないだろう。

安楽死が合法化された国や州でも，自分は手を染めたくないと考える医療職

は少なくない。そこでベルギーをはじめ多くの法律で設けられているのが「良

心条項」だ。良心条項とは，自らの思想信条によって安楽死に賛同しない医療

職は手を下さなくてもよいとする法律上の規定を指す。ただし，患者から要請

されて安楽死の実施を拒否する場合は，たとえばベルギーでは患者またはその
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近縁者が指定する別の医師に医療ファイルを渡さなければならない。カナダや

米国でも州により， 自分の患者から安楽死を要請されて拒む場合は実行可能な

他の医療織に紹介するか，それらの医療機関についての情報を提供する義務が

課される。それは，間接的に「死なせるj行為に加担させられるに等しくはない

だろうか。

このように，個々の医療職の宗教的信条や道徳観，専門職としての倫理観な

ど「良心の自由Jr良心の権利jは守られるべきだと求める声が各地の医療現場か
ら起こり，論争が続いている。

しかし， この良心条項をめぐっても，患者が利用する「権利Jを有する医療

サービスと安楽死が見なされていくにつれて，医師には患者を死なせてやる義

務を課すべきだとする議論も少しずつ出てきており，せめぎ合いが始まろうと

している。

もうひとつ，国家の意志として，あるいは社会の総意として医療に「殺すj行

為を認め，委ねるということについて考える際に知っておきたいことがある。

人類の歴史には，政治権力と医療とが手を結んで犯してきた数々の人権侵害が

刻まれている。

ナチスの障害者抹殺計画rT4作戦J(1939年 10月""'1941年8月)では，国の

合法的な施策として医療職が障害のある人を選別し，抹殺した。対象となった

のは，先天性精神薄弱，精神分裂病，そううつ病，遺伝性てんかん，舞踏病，

遺伝性の盲，遺伝性のろう，遺伝性重度身体奇形，重度アルコール中毒の人な

ど(いずれも当時の表現によるL r退院の見込みがあるかJr労働者として使え
るかJr生きるに値する命かJr生きるに値しない命かJなどの指標によって選別
され， 20万人以上が殺害されたと言われる。周囲の無理解や選別した専門職

の個人的な偏見によって，ガス室に送られた人もいたことだろう。覚えておき

たいのは，ヒトラーが 1941年に T4作戦中止を命じた後も医師らによって選

別と抹殺が続けられたという事実だ。

障害のある人への強制的な不妊手術でも，医療界は積極的に役割を担った。

日本でも現在多くの訴訟が起こされており， r当時は合法だったjと正当化する
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人たちもいるが，医師の個人的な偏見により当時の法律の範囲をはるかに超え

て多くの障害者たちが，時に法律で認められていない手段での手術をされたの

は事実である。

ナチスによる障害者の安楽死は「強制Jだ、った，今の安楽死は「自己決定jによ

る「自発的jなものだから安全で，社会的弱者へのリスクなどありえない， と

言って終わっていいのだろうか。すでに見てきたように，現状でも安楽死の

「自己決定j原則はもはや崩れかけている。医療の権威性には常に政治的権力に

よって利用されるリスクがあるということは，慎重に考えておきたい。

日本ではほとんど知られていないことだが，安楽死は臓器提供とすでに直結

している。「安楽死後臓器提供Jという。安楽死と臓器提供の意思確認はそれぞ

れ独立して行われなければならないが，両方を自己決定した人では本人の同意

のもとに手術室のすぐそばで安楽死を実施し，心停止から数分だ、け待って臓器

を摘出する。

安楽死を希望する人の多くは癌患者だが臓器提供はできにくいため，安楽死

後臓器ドナーには ALSなど神経筋疾患や精神障害のある人が多く含まれてい

る。

このように安楽死後臓器提供が正当化され現実に行われているなら，そこか

ら一歩を踏み出し，いっそ生きているうちに麻酔をかけて臓器を摘出させても

らってはどうかと考える人間が出てくるのは，考えてみれば当たり前のことな

のだろう。

移植医療においてはドナーが死んでいない限り臓器を摘出してはならないと

する，いわゆる「デッド・ドナー・ルールjが国際的な規範として確立されてい

るが，そのルールに従うと臓器の傷みが避けられない。このジレンマをめく守っ

て，移植医療界は倫理問題との間で際どいせめぎ合いを続けてきた。

安楽死とは，誰がどこで死ぬかがあらかじめ分かっていて，不足しがちな移

植臓器を新鮮でクオリティの高い状況で効率的に採取できる稀有な状況に他な

らない。
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このように海外の実態を詳細に知れば知るほど，制度化された安楽死の背景
うごめ

には政治経済上の思惑が護いていることが案じられてならない。高齢者や障

害のある人，生きづらさを抱えた人，貧しい人たちを死へと追いやっていく政

治的な装置として安楽死が機能する「すべり坂jが透けて見えはしないだろう

か。

(出典:児玉真美『安楽死が合法の国で起こっていることj(筑摩書房， 2023年))

〔注〕

• QOL : Quality of Lifeの略。人生の質，生命の質，生活の質などと訳され

る0

・要件:権利や義務の発生・消滅のような，法的な結果である効果を生じさ

せるために要求される事実・要素・条件をいう 0

・アセスメント:患者の情報を収集し，整理・分析・評価すること。

-ナース・プラクティショナー:医師の指示を受けずに一定レベルの診断や

治療を行うことができる看護の公的資格。現在の日本にはこれに相当

する資格はなく，看護師は，医師の指示を受けずに診断や治療を行う

ことはできない。

・せん妄:身体的な負担がかかったときに生じる意識の混乱。

-モルヒネ:アヘンから生成される麻薬性鎮痛薬。強い鎮痛効果を持つ。

-コーヒ一事件:認知症と診断された際に， I重症化して家族のことが分か

らなくなったり施設で暮らすことになったりするなら安楽死を望むj

旨をあらかじめ書面で意思表示をしていた 70代女性に対し，医師が

コーヒーに鎮痛剤を混ぜ，眠ってから致死薬を注射しようとしたとこ

ろ，点滴の際に目覚めて抵抗するそぶりを女性が見せたため，家族に

押さえさせて，続行した事件。 2016年にオランダで発生し，医師は

訴追されたが無罪判決を受けた。

-教唆:他人に対し一定の行為を行うようそそのかすこと。

. MAID : Medical Assistance in Dyingの略。カナダにおいて，安楽死と

医師需助自殺を一括して合法化した際に設けられた概念。
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. ALS:筋萎縮性側索硬化症。手足・のど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉

がだんだんやせて力がなくなる難病。
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